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和歌山大学博士後期課程支援奨学金規程 

制  定 平成２７年１１月２７日 

法人和歌山大学規程第１７０１号 

最終改正  令和 ４年１０月１１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、和歌山大学（以下「本学」という。）大学院システム工学研究科博士

後期課程（以下「Ｓ博士後期課程」という。）及び大学院観光学研究科博士後期課程

（以下「Ｔ博士後期課程」という。）に入学する優れた資質や能力を有する者に対して

返還義務を課さない奨学金を給付することにより、在学中における経済的安定に資する

ことを目的とした和歌山大学博士後期課程支援奨学金（以下「奨学金」という。）制度

について必要な事項を定める。 

（募集） 

第２条 奨学金の給付を受ける者（以下「奨学生」という。）の募集は、Ｓ博士後期課程及

びＴ博士後期課程の入学者選抜試験毎の募集に併せて行う。 

（申請資格） 

第３条 奨学金の給付を申請できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

（１）Ｓ博士後期課程またはＴ博士後期課程に入学する意思があり、入学者選抜試験に合

格した際に入学が確約できる者 

（２）学業成績が優秀で、研究に意欲のある者 

（３）定職についていない者 

（申請手続） 

第４条 奨学金の給付を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を

提出しなければならない。 

（１）申請書（別紙様式）  

（２）その他本学が指定する書類  

（給付額、給付期間及び採用者数） 

第５条 奨学金の給付額は、一人につき６０万円を上限とし、年間の給付額は、２０万円を

上限に毎年学長が定め、３年間給付する。 

２ 毎年度の奨学生の採用者数は、１０名を上限とし、Ｓ博士後期課程にあっては６名、Ｔ

博士後期課程にあっては４名を上限とする。 

３ 前号の規定にかかわらず、学長が特に認めた場合は、毎年度の奨学生の採用者数の上限

（１０名）を超えない範囲で各博士後期課程における奨学生の採用者数の上限を変更す

ることができる。 

（選考） 

第６条 奨学生の選考は、Ｓ博士後期課程にあってはシステム工学研究科、Ｔ博士後期課程

にあっては観光学研究科の審査を経て、学長が行う。 

（奨学金の停止、取消及び返還） 

第７条 奨学生が次の各号の何れかに該当する場合、学長は奨学金の支給を停止または受給

資格を取り消すものとする。 

 （１）在学中に就職した場合 

 （２）学業成績が不良の場合 

 （３）学則に基づく懲戒処分を受けた場合 

 （４）退学または除籍の場合 

 （５）休学の場合 

 （６）その他奨学生として適当でないと判断した場合 

２ 他の奨学金を受給する等により、奨学金の停止または辞退の申し出があった場合、学長

は奨学金の支給を停止または受給資格を取り消すものとする。 

３ 前２項の規定により、奨学金の受給資格を取り消したときは、既に給付した奨学金の全

額または一部の返還を求めることができる。 

（事務） 

第８条 奨学金に関する事務は、学生支援課において行う。 
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（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年１１月２７日から施行する。 

２ この規程施行前に実施した平成２８年度入学者選抜試験における奨学生の募集は、第２

条の規定にかかわらず、平成２８年度のＳ博士後期課程及びＴ博士後期課程の入学者選抜

試験の結果をもって募集したものとみなす。 

３ この規程施行前に実施した平成２８年度入学者選抜試験における奨学生の選考結果の通

知は、第６条第２項の規定にかかわらず平成２８年度入学手続案内の通知に併せて行う。 

４ 平成２６年度及び平成２７年度に入学し、平成２８年４月１日に在籍しているＳ博士後

期課程及びＴ博士後期課程の学生で、第３条の規定に定める条件を全て満たし、かつ、第

７条第１項各号に該当していない者にあっては、第５条の規定にかかわらず、平成２６年

度入学生には一人につき年額５万円、平成２７年度入学生には一人につき年額１０万円を

上限とし、奨学金を支給するものとする。 

附 則（令和２年７月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第２３０１号） 
この改正規程は、令和２年７月３１日から施行し、令和３年度奨学生の選考から適用す

る。 

附 則（令和４年１０月１１日一部改正：法人和歌山大学規程第２４７６号） 

この改正規程は、令和４年１０月１１日から施行する。 

 

 

 


